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(57)【要約】
【課題】光使用効率が高められる発光キーボードを提供
する。
【解決手段】発光素子、薄膜回路基板、キー底板、及び
複数のキーを含む。薄膜回路基板は上層板と下層板を含
み、下層板と上層板はそれぞれ複数の薄膜スイッチを形
成する第１回路パターンと第２回路パターンを有し、下
層板はさらに下層板の導光効果を高める複数の薄膜を含
む。また、複数のキーはキー底板上に連接され、キー底
板は複数のキーと薄膜回路基板の間にある。
【選択図】図５



(2) JP 2013-115035 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光線を発光キーボードに提供するための少なくとも１つの発光素子と、
　薄膜回路基板と、
　前記複数の薄膜スイッチに対応し導通するための複数のキーと、
　前記複数のキーをその上に連接させ、前記複数のキーに対応する複数の貫通孔を有し、
前記複数のキーと前記薄膜回路基板の間にあるキー底板と、
を含み、且つ前記薄膜回路基板は、
　第１回路パターンと複数の導光点を有し、前記第１回路パターンには複数の下接点があ
り、前記複数の導光点は前記発光素子から提供された光線を集光して乱反射させ、前記複
数の導光点が上向きに乱反射する光量を増加させるための第１薄膜と第２薄膜を含む下層
板と、
　第２回路パターンを有し、前記第２回路パターン上に前記複数の下接点に対応する複数
の上接点があり、前記各上接点とこれに対応する前記下接点との間に間隔があり、前記対
応する下接点と共に薄膜スイッチを形成する上層板と、
を含むことを特徴とする発光キーボード。
【請求項２】
　前記第１薄膜と前記第２薄膜は導光薄膜であることを特徴とする請求項１に記載の発光
キーボード。
【請求項３】
　前記複数の導光点は前記第１薄膜と前記第２薄膜の間に設けられることを特徴とする請
求項２に記載の発光キーボード。
【請求項４】
　前記複数の導光点は、スクリーン印刷工程、熱圧着工程、又は射出工程により、前記第
１薄膜と前記第２薄膜のうちの何れか一方に設けられることを特徴とする請求項３に記載
の発光キーボード。
【請求項５】
　前記下層板は更に、前記第１薄膜と前記第１回路パターンの間に取り付けられて前記第
１薄膜で得られた光線が前記第１薄膜内で全反射を起こす確率を高める間隔薄膜を含むこ
とを特徴とする請求項３に記載の発光キーボード。
【請求項６】
　前記間隔薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧着工程により、前記第
１薄膜上に形成されることを特徴とする請求項５に記載の発光キーボード。
【請求項７】
　前記第１薄膜と前記第２薄膜の間には、前記第１薄膜と前記第２薄膜を相互に貼り合せ
て、光線を透過させることが可能な透明の接着剤があることを特徴とする請求項２に記載
の発光キーボード。
【請求項８】
　前記導光薄膜はポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）素材、ポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）素材、又はポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）素材で製作されることを特徴と
する請求項２に記載の発光キーボード。
【請求項９】
　前記第１薄膜と前記第２薄膜はそれぞれ導光薄膜と間隔薄膜で、前記間隔薄膜は前記導
光薄膜と前記第１回路パターンの間に取り付けられて、前記第１薄膜で得られた光線が前
記第１薄膜内で全反射を起こす確率を高めることを特徴とする請求項１に記載の発光キー
ボード。
【請求項１０】
　前記複数の導光点は前記導光薄膜の下表面に設けられることを特徴とする請求項９に記
載の発光キーボード。
【請求項１１】
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　前記間隔薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧着工程により前記導光
薄膜上に形成されることを特徴とする請求項９に記載の発光キーボード。
【請求項１２】
　前記発光素子は発光ダイオードで、前記薄膜回路基板の側辺に取り付けられて、前記薄
膜回路基板の方向に照射されることを特徴とする請求項１に記載の発光キーボード。
【請求項１３】
　前記薄膜回路基板の下方に取り付けられ、前記複数のキー、前記キー底板、前記薄膜回
路基板、及び前記発光素子を載置するための台座を更に含むことを特徴とする請求項１に
記載の発光キーボード。
【請求項１４】
　前記各キーは、
　前記発光キーボードの外部に露出したキーキャップと、
　前記キー底板と前記キーキャップの間に取り付けられ、前記キー底板と前記キーキャッ
プを連接して、前記キーキャップを前記キー底板に対向して上下移動させる連接部材と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の発光キーボード。
【請求項１５】
　前記各キーは更に、前記キーキャップと前記キー底板の間に取り付けられて当接部を有
する弾性体を含み、前記連接部材は鋏型連接部材で、前記キーキャップが押下されると、
前記弾性体が圧縮されて前記当接部が前記キー底板の対応する前記貫通孔を貫通して、対
応する前記薄膜スイッチに当接し、前記キーキャップがこれ以上押下されなくなると、前
記弾性体は弾性力を前記キーキャップに提供して、前記キーキャップを元の位置に戻すこ
とを特徴とする請求項１４に記載の発光キーボード。
【請求項１６】
　前記薄膜回路基板は更に、前記下層板と前記上層板の間に取り付けられ、前記各上接点
とこれに対応する前記下接点の間に前記間隔を有する中層板を含み、前記中層板には複数
の下接点と複数の上接点に対応する複数の孔があることを特徴とする請求項１に記載の発
光キーボード。
【請求項１７】
　光線を前記発光キーボードに提供するための少なくとも１つの発光素子と、
　回路パターンと複数の導光点を有し、前記回路パターンには複数の薄膜スイッチがあり
、前記複数の導光点は前記発光素子から提供された光線を集光して乱反射させ、前記複数
の導光点が上向きに乱反射する光量を増加させるための第１薄膜と第２薄膜を含む薄膜回
路基板と、
　前記複数の薄膜スイッチに対応し導通するための複数のキーと、
　前記複数のキーをその上に連接させ、前記複数のキーに対応する複数の貫通孔を有し、
前記複数のキーと前記薄膜回路基板の間にあるキー底板と、
を含むことを特徴とする発光キーボード。
【請求項１８】
　前記各薄膜スイッチは第１導電部と第２導電部を含み、前記第１導電部は前記第２導電
部に接触しないことを特徴とする請求項１７に記載の発光キーボード。
【請求項１９】
　前記各キーは、
　前記発光キーボードの外部に露出したキーキャップと、
　前記キー底板と前記キーキャップの間に取り付けられ、前記キー底板と前記キーキャッ
プを連接して、前記キーキャップを前記キー底板に対向して上下移動させる連接部材と、
　前記キーキャップと前記キー底板の間に取り付けられた導体と、
を含み、前記キーキャップが押下されると、前記導体が前記キー底板の対応する前記貫通
孔を貫通して、対応する前記薄膜スイッチに接触して前記薄膜スイッチを導通することを
特徴とする請求項１８に記載の発光キーボード。
【請求項２０】
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　前記各連接部材は鋏型連接部材であることを特徴とする請求項１９に記載の発光キーボ
ード。
【請求項２１】
　前記第１薄膜と前記第２薄膜は導光薄膜であることを特徴とする請求項１７に記載の発
光キーボード。
【請求項２２】
　前記複数の導光点は前記第１薄膜と前記第２薄膜の間に設けられることを特徴とする請
求項２１に記載の発光キーボード。
【請求項２３】
　前記複数の導光点は、スクリーン印刷工程、熱圧着工程、又は射出工程により、前記第
１薄膜と前記第２薄膜のうちの何れか一方に設けられることを特徴とする請求項２２に記
載の発光キーボード。
【請求項２４】
　前記薄膜回路は更に、前記第１薄膜と前記回路パターンの間に取り付けられて前記第１
薄膜で得られた光線が前記第１薄膜内で全反射を起こす確率を高める間隔薄膜を含むこと
を特徴とする請求項２２に記載の発光キーボード。
【請求項２５】
　前記間隔薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧着工程により、前記第
１薄膜上に形成されることを特徴とする請求項２４に記載の発光キーボード。
【請求項２６】
　前記第１薄膜と前記第２薄膜の間には、前記第１薄膜と前記第２薄膜を相互に貼り合せ
て、光線を透過させることが可能な透明の接着剤があることを特徴とする請求項２１に記
載の発光キーボード。
【請求項２７】
　前記導光薄膜はポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）素材、ポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）素材、又はポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）素材で製作されることを特徴と
する請求項２１に記載の発光キーボード。
【請求項２８】
　前記第１薄膜と前記第２薄膜はそれぞれ導光薄膜と間隔薄膜で、前記間隔薄膜は前記導
光薄膜と前記回路パターンの間に取り付けられて、前記第１薄膜で得られた光線が前記第
１薄膜内で全反射を起こす確率を高めることを特徴とする請求項１７に記載の発光キーボ
ード。
【請求項２９】
　前記複数の導光点は前記導光薄膜の下表面に設けられることを特徴とする請求項２８に
記載の発光キーボード。
【請求項３０】
　前記間隔薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧着工程により前記導光
薄膜上に形成されることを特徴とする請求項２８に記載の発光キーボード。
【請求項３１】
　前記発光素子は発光ダイオードで、前記薄膜回路基板の側辺に取り付けられて、前記薄
膜回路基板の方向に照射されることを特徴とする請求項１７に記載の発光キーボード。
【請求項３２】
　前記薄膜回路基板の下方に取り付けられ、前記複数のキー、前記キー底板、前記薄膜回
路基板、及び前記発光素子を載置するための台座を更に含むことを特徴とする請求項１７
に記載の発光キーボード。
【請求項３３】
　光線を前記発光キーボードに提供するための少なくとも１つの発光素子と、
　薄膜回路基板と、
　前記複数の薄膜スイッチを導通するための複数のキーと、
　前記複数のキーをその上に連接させ、前記複数のキーに対応する複数の貫通孔を有し、



(5) JP 2013-115035 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

前記複数のキーと前記薄膜回路基板の間にあるキー底板と、
を含み、且つ前記薄膜回路基板は、
　上層薄膜と前記上層薄膜の下表面に形成された第２回路パターンを有し、前記第２回路
パターン上に複数の上接点を設けた上層板と、
　第１薄膜、第２回路パターン、及び前記第１薄膜と前記第１回路パターンの間にある第
２薄膜を有し、前記第１回路パターン上に前記複数の上接点に対応する複数の下接点を設
け、前記各上接点とこれに対応する前記下接点の間に間隔があり、前記対応する上接点と
共に薄膜スイッチを形成し、前記第２薄膜の屈折率が前記第１薄膜の屈折率より小さい下
層板と、
を含むことを特徴とする発光キーボード。
【請求項３４】
　前記第１回路パターンは複数の金属回路を含むことを特徴とする請求項３２に記載の発
光キーボード。
【請求項３５】
　前記複数の金属回路は銀ペースト回路であることを特徴とする請求項３４に記載の発光
キーボード。
【請求項３６】
　前記第２薄膜は単一の連続する薄膜で、前記複数の金属回路は前記単一の連続する薄膜
上に形成されることを特徴とする請求項３４に記載の発光キーボード。
【請求項３７】
　前記第２薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧着工程により前記第１
薄膜上に形成されることを特徴とする請求項３６に記載の発光キーボード。
【請求項３８】
　前記第２薄膜は複数のブロック薄膜で構成され、前記複数の金属回路はそれぞれ前記複
数のブロック薄膜上に形成されることを特徴とする請求項３４に記載の発光キーボード。
【請求項３９】
　前記複数のブロック薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧着工程によ
り前記第１薄膜上に形成されることを特徴とする請求項３８に記載の発光キーボード。
【請求項４０】
　前記第１薄膜は導光薄膜であることを特徴とする請求項３３に記載の発光キーボード。
【請求項４１】
　前記導光薄膜はポリカーボネート（ＰＣ）素材、ポリエチレン・テレフタレート（ＰＥ
Ｔ）素材、又はポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）素材で製作されることを特徴と
する請求項４０に記載の発光キーボード。
【請求項４２】
　前記発光素子は発光ダイオードで、前記薄膜回路基板の側辺に取り付けられて、前記薄
膜回路基板の方向に照射されることを特徴とする請求項３３に記載の発光キーボード。
【請求項４３】
　前記薄膜回路基板の下方に取り付けられ、前記複数のキー、前記キー底板、前記薄膜回
路基板、及び前記発光素子を載置するための台座を更に含むことを特徴とする請求項３３
に記載の発光キーボード。
【請求項４４】
　前記各キーは、
　前記発光キーボードの外部に露出したキーキャップと、
　前記キー底板と前記キーキャップの間に取り付けられ、前記キー底板と前記キーキャッ
プを連接して、前記キーキャップを前記キー底板に対向して上下移動させる連接部材と、
を含むことを特徴とする請求項３３に記載の発光キーボード。
【請求項４５】
　前記各キーは更に、前記キーキャップと前記キー底板の間に取り付けられて当接部を有
する弾性体を含み、前記連接部材は鋏型連接部材で、前記キーキャップが押下されると、
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前記弾性体が圧縮されて前記当接部が前記キー底板の対応する前記貫通孔を貫通して、対
応する前記薄膜スイッチに当接し、前記キーキャップがこれ以上押下されなくなると、前
記弾性体は弾性力を前記キーキャップに提供して、前記キーキャップを元の位置に戻すこ
とを特徴とする請求項４４に記載の発光キーボード。
【請求項４６】
　前記薄膜回路基板は更に、前記下層板と前記上層板の間に取り付けられ、前記各上接点
とこれに対応する前記下接点の間に前記間隔を有する中層板を含み、前記中層板には複数
の下接点と複数の上接点に対応する複数の孔があることを特徴とする請求項３３に記載の
発光キーボード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キーボードに関し、より詳しくは、発光機能を備えたキーボードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数年来、情報産業の急速な発展迅速により、多くのユーザーが異なる環境で、ノー
ト型パソコン、携帯電話、ＰＤＡ等といったポータブルタイプの情報装置を使用する可能
性がある。しかし、光線が弱い環境では、ユーザーはキーボードキーに標示された数字や
文字がはっきり見えない可能性があることで、作業が困難となり、重篤な場合には、無理
にキー標示を識別しようとして視力を損なうことすらある。このため、発光キーボードを
発表することで、光線不足な場所でのキーボードを使用するユーザーの不便さを改善する
ことができる。更には、異なる発光配置により、発光キーボード使用の情報装置の見栄え
を一層美しくして、販路拡張が可能となる。
【０００３】
　図１は公知の発光キーボードの構造断面の概略図である。発光キーボード１は光反射板
１１、導光板１２、金属底板１３、薄膜回路基板１４、複数のキー１５、及び発光素子１
６を含み、薄膜回路基板１４は下層板１４１、上層板１４２、及び下層板１４１と上層板
１４２の間にある中層板１４３を含み、下層板１４１、中層板１４３、及び上層板１４２
は何れも透明な導光材質で製造され、透明な導光材質はポリカーボネート（ＰＣ）、又は
ポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）等でよい。
【０００４】
　図２は図１に示された発光キーボードの薄膜回路基板の分解斜視図で、下層板１４１は
複数の銀ペースト回路１４１１１と複数の下接点１４１１２で構成された第１回路パター
ン１４１１を備え、上層板１４２は複数の銀ペースト回路１４２１１と複数の下接点１４
２１２で構成された第２回路パターン１４２１を備え、また、中層板１４３は複数の下接
点１４１２２と複数の上接点１４２１２に対応する接点開孔１４３１を備え、各上接点１
４２１２とこれに対応する下接点１４１１２は共に薄膜スイッチ１４４を形成する。
【０００５】
　また、キー底板１３は薄膜回路基板１４の下方に取り付けられ、複数の貫通孔１３１、
第１固定構造１３２、及び第２固定構造１３３を有する。各キー１５はキーキャップ１５
１、弾性体１５２、及び鋏型連接部材１５３を含み、キーキャップ１５１は第１キーキャ
ップ固定構造１５１１と第２キーキャップ固定構造１５１２を含む。鋏型連接部材１５３
は第１フレーム１５３１と第２フレーム１５３２を含む。また、弾性体１５２はキーキャ
ップ１５１と薄膜回路基板１４１の間にある。
【０００６】
　薄膜回路基板１４にはそれぞれ第１固定構造１３２と第２固定構造１３３が貫通するホ
ール１４５とホール１４６があり、第１フレーム１５３１の一端１５３１Ａを第２固定構
造１３３に連接し、他端１５３１Ｂを第１キーキャップ固定構造１５１１に連接すること
ができ、また、第２フレーム１５３２の一端１５３２Ａを第１固定構造１３２に連接し、
他端１５３２Ｂを第２キーキャップ固定構造１５１２に連接することができる。
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【０００７】
　何れかのキー１５が押下されて、キー底板１３に対向して下方に移動すると、鋏型連接
部材１５３の第１フレーム１５３１と第２フレーム１５３２が開いた状態から折り畳まれ
た状態となり、下方に移動するキーキャップ１５は弾性体１５２を圧迫してこれに対応す
る上接点１４２１２に当接させ、さらにこれに対応する上接点１４２１２が対応する接点
孔１４３１から対応する下接点１４１２２に接触することによって、対応する薄膜スイッ
チ１４４が電気的に導通されて、発光キーボード１が対応するキー信号を生じる。キー１
５がこれ以上押下されなくなると、キーキャップ１５１は弾性体１５２の弾性力によって
、キー底板１３に対向して上方に移動する。この時、第１フレーム２０２１と第２フレー
ム２０２２は、折り畳まれた状態から開いた状態となり、キーキャップ１５１が元の位置
に戻る。
【０００８】
　さらに、発光素子１６は導光板１２の側辺に取り付けられ、光線を導光板１２に入射す
る。導光板１２は光反射板１１に取り付けられ、その下表面には光線を集光し乱反射させ
るための複数の導光点１２１がある。複数の導光点１２１は複数のキー１５に対応する位
置に応じて取り付けられる。光線が導光板１２に入射すると、光線は導光板１２全体に拡
散され、複数の導光点１２１は導光板１２がインク素材である関係上、光線を上下に乱反
射させ、上に乱反射した光線はキー底板１３の複数の貫通孔１３１と薄膜回路基板１４を
順番に通過して複数のキー１５に投射され、下に乱反射した光線はさらに光反射板１１の
をサポートで光線を上向きに反射させて、発光素子１６から提供された光線を余すところ
無く利用することができる。上述したように、複数のキー１５に発光効果が生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前述した公知の技術では、公知の発光キーボード１には下記の欠点があ
る。
　一、光反射板１１は複数の導光点１２１から下向きに乱反射した光線を上向きに反射さ
せるのをサポートすることができるが、公知の発光キーボード１の光反射板１１の素材は
光線を透過させることができるため、複数の導光点１２１から下向きに乱反射した一部の
光線が光反射板１１を透過して光量の流失を来たす。
　二、図３は図２に示された薄膜回路基板の下層板における光路の概略図である。複数の
銀ペースト回路１４２１１を含んだ第１回路パターン１４１１が下層板１４１の上表面に
取り付けられるが、前記銀ペースト回路１４２１１が光線を集光し乱反射させる性質を持
つことから、発光素子１６から提供された光線Ｌ１はキー底板１３の複数の貫通孔１３１
から下層板１４１に進入した後、図の光線Ｌ２のように、第１回路パターン１４１１の銀
ペースト回路１４２１１が発光状態となる。しかし、大部分の銀ペースト回路１４２１１
の取り付けが複数のキー１５に対応していないため、本来、複数のキー１５を発光させる
のに使用されるべき光量が銀ペースト回路１４２１１の特性で消耗されてしまう。即ち、
本来、光線Ｌ１の光量の大半がキー１５に獲得されるべきだが、銀ペースト回路１４２１
１の特性によって光線Ｌ２の光量が消耗されるため、発光キーボード１は残された光線Ｌ
３の光量しか利用できず、発光キーボード１上の複数のキー１５は光量が不足する状況を
来たす。
【００１０】
　さらに、図４は別の公知の発光キーボードの構造断面の概略図である。本公知の発光キ
ーボード大体図１に示されたものに類似するので、ここではこれ以上詳述しないこととす
る。本公知の発光キーボードと前述公知の発光キーボードの相違点は次のとおりである。
発光素子９６は薄膜回路基板９４５の下層板９４１の側辺に取り付けられ、下層板９４１
は導光素材で製作され、下層板９４１上には光線を集光し乱反射させる複数の導光点９２
１があるため、薄膜回路基板９４の下層板９４１には導光機能があり、前述公知の発光キ
ーボード内の光反射板１１や導光板１２は最早必要が無く、ひいては発光キーボードを一
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層薄形化させる。
【００１１】
　然しながら、図４に示された発光キーボードは依然として前述の公知の発光キーボード
における２つの欠点があり、薄膜回路基板９４にはそれぞれキー底板９３の第１固定構造
９３２と第２固定構造９３３が貫通するためのホール９４５とホール９４６があり、薄膜
回路基板９４の下層板９４１の導光作用が連続されず、即ち、発光素子９６から提供され
た光線がホール９４５又はホール９４６に当たると、前進が中断されるため、発光キーボ
ード９の発光効率が大幅に低下する。よって、公知の発光キーボード１、９は何れも光の
使用効率が不良で改善の余地がある。
【００１２】
　本発明は、このような従来の問題に鑑みてなされたものである。上記課題解決のため、
本発明は、光使用効率が高められる発光キーボードを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、好ましい実施形態では、本発明に係る発光
キーボードは、
　光線を発光キーボードに提供するための少なくとも１つの発光素子と、
　薄膜回路基板と、
　前記複数の薄膜スイッチに対応し導通するための複数のキーと、
前記複数のキーをその上に連接させ、前記複数のキーに対応する複数の貫通孔を有し、前
記複数のキーと前記薄膜回路基板の間にあるキー底板と、
を含み、且つ前記薄膜回路基板は、
　第１回路パターンと複数の導光点を有し、前記第１回路パターンには複数の下接点があ
り、前記複数の導光点は前記発光素子から提供された光線を集光して乱反射させ、前記複
数の導光点が上向きに乱反射する光量を増加させるための第１薄膜と第２薄膜を含む下層
板と、
　第２回路パターンを有し、前記第２回路パターン上に前記複数の下接点に対応する複数
の上接点があり、前記各上接点とこれに対応する前記下接点との間に間隔があり、前記対
応する下接点と共に薄膜スイッチを形成する上層板と、
を含むことを特徴とする。
【００１４】
　好ましい実施例では、前記第１薄膜と前記第２薄膜は導光薄膜であることを特徴とする
。
【００１５】
　好ましい実施例では、前記複数の導光点は前記第１薄膜と前記第２薄膜の間に設けられ
ることを特徴とする。
【００１６】
　好ましい実施例では、前記複数の導光点は、スクリーン印刷工程、熱圧着工程、又は射
出工程により、前記第１薄膜と前記第２薄膜のうちの何れか一方に設けられることを特徴
とする。
【００１７】
　好ましい実施例では、前記下層板は更に、前記第１薄膜と前記第１回路パターンの間に
取り付けられて前記第１薄膜で得られた光線が前記第１薄膜内で全反射を起こす確率を高
める間隔薄膜を含むことを特徴とする。
【００１８】
　好ましい実施例では、前記間隔薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧
着工程により、前記第１薄膜上に形成されることを特徴とする。
【００１９】
　好ましい実施例では、前記第１薄膜と前記第２薄膜の間には、前記第１薄膜と前記第２
薄膜を相互に貼り合せて、光線を透過させることが可能な透明の接着剤があることを特徴
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とする。
【００２０】
　好ましい実施例では、前記導光薄膜はポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）素材、
ポリカーボネート（ＰＣ）素材、又はポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）素材で製
作されることを特徴とする。
【００２１】
　好ましい実施例では、前記第１薄膜と前記第２薄膜はそれぞれ導光薄膜と間隔薄膜で、
前記間隔薄膜は前記導光薄膜と前記第１回路パターンの間に取り付けられて、前記第１薄
膜で得られた光線が前記第１薄膜内で全反射を起こす確率を高めることを特徴とする。
【００２２】
　好ましい実施例では、前記複数の導光点は前記導光薄膜の下表面に設けられることを特
徴とする。
【００２３】
　好ましい実施例では、前記間隔薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧
着工程により前記導光薄膜上に形成されることを特徴とする。
【００２４】
　好ましい実施例では、前記発光素子は発光ダイオードで、前記薄膜回路基板の側辺に取
り付けられて、前記薄膜回路基板の方向に照射されることを特徴とする。
【００２５】
　好ましい実施例では、前記薄膜回路基板の下方に取り付けられ、前記複数のキー、前記
キー底板、前記薄膜回路基板、及び前記発光素子を載置するための台座を更に含むことを
特徴とする。
【００２６】
　好ましい実施例では、前記各キーは、前記発光キーボードの外部に露出したキーキャッ
プと、前記キー底板と前記キーキャップの間に取り付けられ、前記キー底板と前記キーキ
ャップを連接して、前記キーキャップを前記キー底板に対向して上下移動させる連接部材
とを含むことを特徴とする。
【００２７】
　好ましい実施例では、前記各キーは更に、前記キーキャップと前記キー底板の間に取り
付けられて当接部を有する弾性体を含み、前記連接部材は鋏型連接部材で、前記キーキャ
ップが押下されると、前記弾性体が圧縮されて前記当接部が前記キー底板の対応する前記
貫通孔を貫通して、対応する前記薄膜スイッチに当接し、前記キーキャップがこれ以上押
下されなくなると、前記弾性体は弾性力を前記キーキャップに提供して、前記キーキャッ
プを元の位置に戻すことを特徴とする。
【００２８】
　好ましい実施例では、前記薄膜回路基板は更に、前記下層板と前記上層板の間に取り付
けられ、前記各上接点とこれに対応する前記下接点の間に前記間隔を有する中層板を含み
、前記中層板には複数の下接点と複数の上接点に対応する複数の孔があることを特徴とす
る。
【００２９】
　好ましい実施例では、本発明に係る他の発光キーボードは、光線を前記発光キーボード
に提供するための少なくとも１つの発光素子と、
　回路パターンと複数の導光点を有し、前記回路パターンには複数の薄膜スイッチがあり
、前記複数の導光点は前記発光素子から提供された光線を集光して乱反射させ、前記複数
の導光点が上向きに乱反射する光量を増加させるための第１薄膜と第２薄膜を含む薄膜回
路基板と、
　前記複数の薄膜スイッチに対応し導通するための複数のキーと、
　前記複数のキーをその上に連接させ、前記複数のキーに対応する複数の貫通孔を有し、
前記複数のキーと前記薄膜回路基板の間にあるキー底板と、
を含むことを特徴とする。
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【００３０】
　好ましい実施例では、前記各薄膜スイッチは第１導電部と第２導電部を含み、前記第１
導電部は前記第２導電部に接触しないことを特徴とする。
【００３１】
　好ましい実施例では、前記各キーは、前記発光キーボードの外部に露出したキーキャッ
プと、前記キー底板と前記キーキャップの間に取り付けられ、前記キー底板と前記キーキ
ャップを連接して、前記キーキャップを前記キー底板に対向して上下移動させる連接部材
と、前記キーキャップと前記キー底板の間に取り付けられた導体とを含み、前記キーキャ
ップが押下されると、前記導体が前記キー底板の対応する前記貫通孔を貫通して、対応す
る前記薄膜スイッチに接触して前記薄膜スイッチを導通することを特徴とする。
【００３２】
　好ましい実施例では、前記各連接部材は鋏型連接部材であることを特徴とする。
【００３３】
　好ましい実施例では、前記第１薄膜と前記第２薄膜は導光薄膜であることを特徴とする
。
【００３４】
　好ましい実施例では、前記複数の導光点は前記第１薄膜と前記第２薄膜の間に設けられ
ることを特徴とする。
【００３５】
　好ましい実施例では、前記複数の導光点は、スクリーン印刷工程、熱圧着工程、又は射
出工程により、前記第１薄膜と前記第２薄膜のうちの何れか一方に設けられることを特徴
とする。
【００３６】
　好ましい実施例では、前記薄膜回路は更に、前記第１薄膜と前記回路パターンの間に取
り付けられて前記第１薄膜で得られた光線が前記第１薄膜内で全反射を起こす確率を高め
る間隔薄膜を含むことを特徴とする。
【００３７】
　好ましい実施例では、前記間隔薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧
着工程により、前記第１薄膜上に形成されることを特徴とする。
【００３８】
　好ましい実施例では、前記第１薄膜と前記第２薄膜の間には、前記第１薄膜と前記第２
薄膜を相互に貼り合せて、光線を透過させることが可能な透明の接着剤があることを特徴
とする。
【００３９】
　好ましい実施例では、前記導光薄膜はポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）素材、
ポリカーボネート（ＰＣ）素材、又はポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）素材で製
作されることを特徴とする。
【００４０】
　好ましい実施例では、前記第１薄膜と前記第２薄膜はそれぞれ導光薄膜と間隔薄膜で、
前記間隔薄膜は前記導光薄膜と前記回路パターンの間に取り付けられて、前記第１薄膜で
得られた光線が前記第１薄膜内で全反射を起こす確率を高めることを特徴とする。
【００４１】
　好ましい実施例では、前記複数の導光点は前記導光薄膜の下表面に設けられることを特
徴とする。
【００４２】
　好ましい実施例では、前記間隔薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧
着工程により前記導光薄膜上に形成されることを特徴とする。
【００４３】
　好ましい実施例では、前記発光素子は発光ダイオードで、前記薄膜回路基板の側辺に取
り付けられて、前記薄膜回路基板の方向に照射されることを特徴とする。
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【００４４】
　好ましい実施例では、発光キーボードは更に、前記薄膜回路基板の下方に取り付けられ
、前記複数のキー、前記キー底板、前記薄膜回路基板、及び前記発光素子を載置するため
の台座を含むことを特徴とする。
【００４５】
　好ましい実施例では、本発明に係る他の発光キーボードは、
　光線を前記発光キーボードに提供するための少なくとも１つの発光素子と、
　薄膜回路基板と、
　前記複数の薄膜スイッチを導通するための複数のキーと、
　前記複数のキーをその上に連接させ、前記複数のキーに対応する複数の貫通孔を有し、
前記複数のキーと前記薄膜回路基板の間にあるキー底板と、
を含み、且つ前記薄膜回路基板は、
　上層薄膜と前記上層薄膜の下表面に形成された第２回路パターンを有し、前記第２回路
パターン上に複数の上接点を設けた上層板と、
　第１薄膜、第２回路パターン、及び前記第１薄膜と前記第１回路パターンの間にある第
２薄膜を有し、前記第１回路パターン上に前記複数の上接点に対応する複数の下接点を設
け、前記各上接点とこれに対応する前記下接点の間に間隔があり、前記対応する上接点と
共に薄膜スイッチを形成し、前記第２薄膜の屈折率が前記第１薄膜の屈折率より小さい下
層板と、
を含むことを特徴とする。
【００４６】
　好ましい実施例では、前記第１回路パターンは複数の金属回路を含むことを特徴とする
。
【００４７】
　好ましい実施例では、前記複数の金属回路は銀ペースト回路であることを特徴とする。
【００４８】
　好ましい実施例では、前記第２薄膜は単一の連続する薄膜で、前記複数の金属回路は前
記単一の連続する薄膜上に形成されることを特徴とする。
【００４９】
　好ましい実施例では、前記第２薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程、又は熱圧
着工程により前記第１薄膜上に形成されることを特徴とする。
【００５０】
　好ましい実施例では、前記第２薄膜は複数のブロック薄膜で構成され、前記複数の金属
回路はそれぞれ前記複数のブロック薄膜上に形成されることを特徴とする。
【００５１】
　好ましい実施例では、前記複数のブロック薄膜は印刷工程、めっき皮膜工程、接着工程
、又は熱圧着工程により前記第１薄膜上に形成されることを特徴とする。
【００５２】
　好ましい実施例では、前記第１薄膜は導光薄膜であることを特徴とする。
【００５３】
　好ましい実施例では、前記導光薄膜はポリカーボネート（ＰＣ）素材、ポリエチレン・
テレフタレート（ＰＥＴ）素材、又はポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）素材で製
作されることを特徴とする。
【００５４】
　好ましい実施例では、前記発光素子は発光ダイオードで、前記薄膜回路基板の側辺に取
り付けられて、前記薄膜回路基板の方向に照射されることを特徴とする。
【００５５】
　好ましい実施例では、発光キーボードは更に、前記薄膜回路基板の下方に取り付けられ
、前記複数のキー、前記キー底板、前記薄膜回路基板、及び前記発光素子を載置するため
の台座を含むことを特徴とする。
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【００５６】
　好ましい実施例では、前記各キーは、前記発光キーボードの外部に露出したキーキャッ
プと、前記キー底板と前記キーキャップの間に取り付けられ、前記キー底板と前記キーキ
ャップを連接して、前記キーキャップを前記キー底板に対向して上下移動させる連接部材
とを含むことを特徴とする。
【００５７】
　好ましい実施例では、前記各キーは更に、前記キーキャップと前記キー底板の間に取り
付けられて当接部を有する弾性体を含み、前記連接部材は鋏型連接部材で、前記キーキャ
ップが押下されると、前記弾性体が圧縮されて前記当接部が前記キー底板の対応する前記
貫通孔を貫通して、対応する前記薄膜スイッチに当接し、前記キーキャップがこれ以上押
下されなくなると、前記弾性体は弾性力を前記キーキャップに提供して、前記キーキャッ
プを元の位置に戻すことを特徴とする。
【００５８】
　好ましい実施例では、前記薄膜回路基板は更に、前記下層板と前記上層板の間に取り付
けられ、前記各上接点とこれに対応する前記下接点の間に前記間隔を有する中層板を含み
、前記中層板には複数の下接点と複数の上接点に対応する複数の孔があることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００５９】
　本発明によれば、光使用効率が高められる発光キーボードが得られる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】公知の発光キーボードの構造断面の概略図である。
【図２】図１に示された発光キーボードの薄膜回路基板の分解斜視図である。
【図３】図２に示された薄膜回路基板の下層板における光路の概略図である。
【図４】別の公知の発光キーボードの構造断面の概略図である。
【図５】本発明に係る発光キーボードの第１の好ましい実施形態における構造の側面図で
ある。
【図６】図５に示された発光キーボードの薄膜回路基板の分解斜視図である。
【図７】本発明に係る発光キーボードの第１好ましい実施形態における薄膜回路基板の下
層板の構造の側面図と工程の概略図である。
【図８】図７に示された下層板の光路の概略図である。
【図９】本発明に係る発光キーボードの第２好ましい実施形態における薄膜回路基板の下
層板の構造の側面図である。
【図１０】図９に示された下層板の別の視角からの構造の概略図である。
【図１１】図９に示された下層板の光路の概略図である。
【図１２】本発明に係る発光キーボードの第３の好ましい実施形態における薄膜回路基板
の下層板の構造の側面図である。
【図１３】図１２に示された下層板の別の視角からの構造の概略図である。
【図１４】図１２に示された下層板の光路の概略図である。
【図１５】本発明に係る発光キーボードの第４の好ましい実施形態における薄膜回路基板
の下層板の構造の側面図である。
【図１６】本発明に係る第５の実施形態における発光キーボードの構造の側面図である。
【図１７】図１６に示された発光キーボードの薄膜回路基板の構造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
　以下に図面を参照して、本発明を実施するための形態について、詳細に説明する。なお
、本発明は、以下に説明する実施形態に限定されるものではない。
【００６２】
[第１実施形態]
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　本発明の実施形態に係る発光キーボードについて、図５は本発明に係る発光キーボード
の第１の好ましい実施形態における構造の側面図である。発光キーボード２は下から上に
順番に台座２２、薄膜回路基板２３、キー底板２９、及び複数のキー２４を含む。発光キ
ーボード２は更に、薄膜回路基板２３の側辺に取り付けられて、薄膜回路基板２３の方向
に照射される発光素子２１を含む。本実施形態では、発光素子２１は発光ダイオードであ
る。また、台座２２は薄膜回路基板２３、キー底板２９、及び複数のキー２４を載置する
ためのものである。
【００６３】
　さらに、図６は図５に示された発光キーボードの薄膜回路基板の分解斜視図で、薄膜回
路基板２３は下層板２３１と上層板２３２を含む。下層板２３１の上表面には第１回路パ
ターン２３１１があり、第１回路パターン２３１１上には複数の下接点２３１１１を設け
、上層板２３２には上層薄膜２３２２と、上層薄膜２３２２の下表面に形成された第２回
路パターン２３２１があり、第２回路パターン２３２１上は複数の下接点２３１１１に対
応する複数の上接点２３２１１があり、このうち、各上接点２３２１１とこれに対応する
下接点２３１１１の間に間隔Ｄがあり、対応する下接点２３１１１と共に薄膜スイッチ２
３４を形成する。各上接点２３２１１とこれに対応する下接点２３１１１の間に間隔Ｄを
設けるため、本実施形態では、薄膜回路基板２３は更に、下層板２３１と上層板２３２の
間に取り付けられた中層板２３３を含み、中層板２３３は複数の下接点２３１１１と複数
の上接点２３２１１に対応する複数の孔２３３１を有する。
【００６４】
　図５によれば、キー底板２９は複数のキー２４をその上に連接させて、複数のキー２４
に対応する複数の貫通孔２９１があり、複数のキー２４は複数の薄膜スイッチ２３４に対
応する箇所に取り付けられ、各キー２４は何れもキーキャップ２４１と連接部材２４３を
備え、連接部材２４３はキー底板２９とキーキャップ２４１の間に取り付けられ、キー底
板２９とキーキャップ２４１に連接して、キーキャップ２４１がキー底板２９に対向して
上下移動できるようにする。
【００６５】
　本好ましい実施形態では、連接部材２４３は鋏型連接部材で、第１フレーム２４３１と
第２フレーム２４３２を含む。キー底板２９は更に第１固定構造２９２と第２固定構造２
９３を備え、複数のキー２４のうち各キー２４は更に、キーキャップ２４１とキー底板２
９の間に取り付けられて当接部２４２１を有する弾性体２４２を備える。また、各キー２
４のキーキャップ２４１は何れも第１キーキャップ固定構造２４１１と第２キーキャップ
固定構造２４１２を含む。
【００６６】
　このうち、第１フレーム２４３１の一端２４３１Ａは第２固定構造２９３に連接され、
他端２４３１Ｂは第１キーキャップ固定構造２４１１に連接され、また、第２フレーム２
４３２の一端２４３２Ａは第１固定構造２９２に連接され、他端２４３２Ｂは第２キーキ
ャップ固定構造２４１２に連接される。当然ながら、上記は一実施態様に過ぎず、これを
以って本願に係る連接部材２４３、キー底板２９、及びキーキャップ２４１間の連結関係
を限定するものではない。
【００６７】
　また、本好ましい実施形態では、何れかのキー２４が押下されてキー底板２９に対向し
て下に移動すると、連接部材２４３の第１フレーム２４３１と第２フレーム２４３２が開
いた状態から折り畳まれた状態となり、下に移動するキーキャップ２４１が弾性体２４２
を圧迫し、弾性体２４２２の当接部２４２１がキー底板２９上の対応する貫通孔２９１を
貫通して、これに対応する上接点２３２１１に当接し、さらにこれに対応する上接点２３
２１１が対応する接点孔２３３１より対応する下接点２３１１１に接触することで、対応
する薄膜スイッチ２３４が電気的に導通されて、発光キーボード２が対応するキー信号を
生じる。キー２４がこれ以上押下されなくなると、キーキャップ２４１は弾性体２４２の
弾性力によって、キー底板２９に対向して上に移動し、このとき第１フレーム２４３１と
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第２フレーム２４３２は折り畳まれた状態から開いた状態となり、キーキャップ２４１は
元の位置に戻る。
【００６８】
　本願の発明特徴の一つは発光キーボード２における薄膜回路基板２３の下層板２３１が
複数層の薄膜設計であることである。図７は本発明に係る発光キーボードの第１の好まし
い実施形態における薄膜回路基板の下層板の構造の側面図と工程概略図である。第１の好
ましい実施形態では、下層板２３１は第２薄膜２３１２と、第２薄膜２３１２の上表面に
接着された第１薄膜２３１３とを含み、第１薄膜２３１３と第２薄膜２３１２の間には、
発光素子２１から提供された光線を集光し乱反射するための複数の導光点２３１４があり
、複数の導光点２３１４は複数のキー２４の位置に応じて取り付けられて、光線を上向き
に複数のキー２４領域に投射することができる。また、第１薄膜２３１３と第２薄膜２３
１２は導光薄膜で、その素材はポリカーボネート（ＰＣ）、又はポリエチレン（ＰＥＴ）
等でよく、第１回路パターン２３１１は第１薄膜２３１３の上表面に印刷される。
【００６９】
　下層板２３１の製造方法は次の通りである。先ず第１薄膜２３１３の下表面に複数の導
光点２３１４を設け、第２薄膜２３１２の上表面に光線が透過できる透明の接着剤２３１
５を付け、又は第２薄膜２３１２の上表面に複数の導光点２３１４を設け、第１薄膜２３
１３の下表面に光線が透過できる透明の接着剤２３１５を付けた上で、ローラ７による熱
圧着、又は冷圧着で、第１薄膜２３１３と第２薄膜２３１２を相互に貼り合せることがで
きる。
【００７０】
　図８は図７に示された下層板の光路の概略図である。図５によれば、発光素子２１から
提供された光線が下層板２３１に進入すると、光線Ｌ４は第２薄膜２３１２と第１薄膜２
３１３内で拡散されて、光線が導光点２３１４に当たると、導光点２３１４は一部の光線
を集光して、別の一分の光線を上向きと下向きに乱反射させる。このうち、上向きに乱反
射した一部の光線Ｌ５は第１薄膜２３１３内を伝導し、別の一部の光線Ｌ６は第１薄膜２
３１３とキー底板２９上の対応する貫通孔２９１を順番に透過して上向きにキー２４領域
に投射されて、複数のキー２４が発光効果を生じ、下向きに乱反射した一部の光線Ｌ７は
第２薄膜２３１２内を伝導し、別の一部の光線Ｌ８は第２薄膜２３１２を透過して流失す
る。
【００７１】
　第１好ましい実施形態における下層板の長所は次のとおりである。複数の導光点２３１
４が第１薄膜２３１３と第２薄膜２３１２の間に設けられて、導光点２３１４から下向き
に乱反射された光線の一部の光線Ｌ７（引き続き第２薄膜２３１２内を伝導する光線Ｌ７
）は、第２薄膜２３１２で回收利用されるため、一部の光線Ｌ８（第２薄膜２３１２を透
過する光線Ｌ８）しか流失を来たさない。即ち、下層板２３１に第１薄膜２３１３と複数
の導光点２３１４しかなく、第２薄膜２３１２がなければ、導光点２３１４から下向きに
乱反射された光線は完全に流失する。
【００７２】
［第２実施形態］
　次は、本発明の発光キーボードの第２実施形態について説明する。これは第１の好まし
い実施形態とほぼ同じで、相違点は薄膜回路基板の下層板の組立構造にある。但し、下層
板は複数層の薄膜設計のままである。図９、図１０によれば、図９は本発明に係る発光キ
ーボードの第２の好ましい実施形態における薄膜回路基板の下層板の構造の側面図で、図
１０は図９に示された下層板の別の視角からの構造の概略図である。
【００７３】
　第２の好ましい実施形態では、下層板２３１は第１薄膜２３１３と第１薄膜２３１３の
上表面に取り付けられた間隔薄膜２３１６Ａとを含み、このうち、複数の導光点２３１４
は第２薄膜２３１３の下表面に設けられ、複数のキー２４の位置に応じて取り付けられて
、複数の導光点２３１４が光線を上向きに複数のキー２４領域に投射する。また、第１回
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路パターン２３１１は間隔薄膜２３１６Ａの上表面に印刷され、第１回路パターン２３１
１は複数の下接点２３１１１と複数の金属回路２３１１２で構成され、前記複数の金属回
路２３１１２は光線を集光し乱反射させる性質を持つ。本好ましい実施形態では、前記複
数の金属回路２３１１２は導電係数が良好な銀ペースト回路を採用し、間隔薄膜２３１６
Ａは単一の連続する薄膜で、前記複数の金属回路２３１１２は単一の連続する薄膜上に形
成される。
【００７４】
　また、下層板２３１の工程は、間隔薄膜２３１６Ａは印刷工程、めっき皮膜工程、接着
工程、または熱圧着工程で第１薄膜２３１３の上表面に形成される。なお、第１薄膜２３
１３は導光薄膜で、その素材はポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレン（ＰＥＴ）、又
はポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）素材等でよく、間隔薄膜２３１６の素材は第
１薄膜２３１３と異なる。
【００７５】
　図１１は図９に示された下層板の光路の概略図である。発光素子２１から提供された光
線が下層板２３１に進入すると、光線Ｌ９は第１薄膜２３１３内で拡散され、光線Ｌ９が
導光点２３１４に当たると、導光点２３１４は一部の光線を集光し、別の一部の光線を上
向きに乱反射させる。このうち、上向きに乱反射した一部の光線Ｌ１０は第１薄膜２３１
３内を伝導し、別の一部の光線Ｌ１１は第１薄膜２３１３を透過する。
【００７６】
　第２の好ましい実施形態では、間隔薄膜２３１６Ａが第１回路パターン２３１１と第１
薄膜２３１３の間にあり、しかもその素材が第１薄膜２３１３と異なるため、即ち、間隔
薄膜２３１６の屈折率が第１薄膜２３１３の屈折率より小さいため、光線が第１薄膜２３
１３内で全反射（例：光線Ｌ９、光線Ｌ１０のコース）が起き易く、光線が第１薄膜２３
１３を透過後に（例：光線Ｌ１１のコース）、第１回路パターン２３１１の金属回路２３
１１２に集光されて乱反射されないようにする。このように、下層板２３１内の複数の導
光点２３１４が上向きに乱反射する光量を増やして、発光キーボード２のキー２４に更に
多くの光量が得られる。また、前記複数個の導光点２３１４は本実施態様を限定するため
の必要部材ではない。続いて、本発明に係る発光キーボードにおける第３の好ましい実施
形態を説明する。それは第２の好ましい実施形態とほぼ同じで、相違点は下層板の間隔薄
膜の構造にあり、しかも薄膜回路基板には導光点が全くない。図１２と図１３によれば、
図１２は本発明に係る発光キーボードの第３の好ましい実施形態における薄膜回路基板の
下層板の構造の側面図で、図１３は図１２に示された下層板の別の視角からの構造の概略
図である。
【００７７】
　［第３の実施形態］
　次は、本発明に係る発光キーボードの第３の実施形態について説明する。第３の好まし
い実施形態では、下層板２３１の間隔薄膜２３１６Ｂは複数のブロックが分離されたブロ
ック薄膜２３１６１、２３１６２、２３１６３、２３１６４で構成され、前記複数の金属
回路２３１１２はそれぞれ前記複数のブロック薄膜２３１６１～２３１６４上に形成され
る。同様に、前記複数のブロック薄膜２３１６１～２３１６４の屈折率は何れも第１薄膜
２３１３の屈折率より小さい。当然ながら、上記は好ましい実施態様であり、当業者が実
際の応用ニーズに応じて均等な変更設計を行なうことができ、例えば、一部の金属回路２
３１１２は複数のブロック薄膜２３１６１～２３１６４のうちの何れか２つのブロック薄
膜に跨いで形成されることが可能である。
【００７８】
　図１４は図１２に示された下層板の光路の概略図である。空気の屈折率は１であり、現
行の技術では、空気の屈折率より小さい屈折率の材料は殆ど困難であるため、光線Ｌ９が
下層板２３１の側辺から進入すると、第１薄膜２３１３上の間隔薄膜２３１６Ｂが取り付
けられていない箇所が、光線Ｌ９が第１薄膜２３１３内で全反射を起こす効率がベストな
箇所である旨先ず説明しておく。従って、本好ましい実施形態における光線Ｌ９が第１薄
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膜２３１３内で全反射する効率が第２の好ましい実施形態で述べたものよりさらに優れて
いることから、本好ましい実施形態では、下層板２３１に提供された光線を第１薄膜２３
１３全体に更に均等に拡散させることができる。
【００７９】
　［第４実施形態］
　続いて、本発明に係る発光キーボードの第４の好ましい実施形態について説明する。そ
れは第１と第２好ましい実施形態とほぼ同じで、相違点は薄膜回路基板２３の下層板２３
１の組立構造にあり、第４の好ましい実施形態の下層板２３１の組立構造は第１と第２好
ましい実施形態における下層板を組合せた設計である。図１５は本発明に係る発光キーボ
ードの第４の好ましい実施形態における薄膜回路基板の下層板の構造の側面図である。
【００８０】
　以下、図５で説明する。第４の好ましい実施形態では、下層板２３１は第２薄膜２３１
２、第２薄膜２３１２の上表面に接着した第１薄膜２３１３、及び第１薄膜２３１３の上
表面に取り付けられた間隔薄膜２３１６を含み、第１薄膜２３１３と第２薄膜２３１２の
間は発光素子２１から提供された光線を集光し乱反射するための複数の導光点２３１４が
あり、複数の導光点２３１４は複数のキー２４の位置に応じて取り付けられ、複数の導光
点２３１４から光線を上向きに投射して、キー底板２９上の複数個の貫通孔２９１を貫通
して複数のキー領域２４に投射される。
【００８１】
　また、第１回路パターン２３１１は間隔薄膜２３１６の上表面に印刷されて複数の金属
回路２３１１２を有し、前記金属回路２３１１２は光線を集光して乱反射させる性質を持
つ。このため、第４の好ましい実施形態における下層板２３１の長所は、第１と第２好ま
しい実施形態で述べた長所の組合せであり、また、第４の好ましい実施形態における下層
板２３１の素材、工程は第１と第２の好ましい実施形態で述べたものと同じであるので、
ここではこれ以上詳述しないこととする。また、前記複数個の導光点２３１４は本実施態
様を限定するための必要部材ではない。当然ながら、当業者は上記第４の好ましい実施形
態から得られた示唆で、第１と第３の好ましい実施形態における下層板の設計を組合せる
ことができる。
【００８２】
　［第５実施形態］
　次は、本発明の発光キーボードの第５実施形態について説明する。図１６は本発明に係
る第５の好ましい実施形態の発光キーボードの構造の側面図で、図１７は図１６に示され
た発光キーボードの薄膜回路基板の構造の概略図である。第５の好ましい実施形態の発光
キーボード３は第１好ましい実施形態とほぼ同じで、相違点は薄膜回路基板２６が単一層
の板構造であることにあり、薄膜回路基板２６の上表面には回路パターン２６３を有し、
回路パターン２６３には複数の薄膜スイッチ２６３１と金属回路２６３２があり、各薄膜
スイッチ２６３１は第１導電部２６３１１と第２導電部２６３１２を含み、第１導電部２
６３１１は第２導電部２６３１２に接触していない。
【００８３】
　また、各キー２５は更にキーキャップ２５１に連接された導体２５２を有し、導体２５
２はキーキャップ２５１とキー底板２９の間にある。キーキャップ２５１が押下されて、
キー底板２９に対向して下に移動すると、連接部材２５３の第１フレーム２５３１と第２
フレーム２５３２は開いた状態から折り畳まれた状態となり、導体２５２はキー底板２９
上の対応する貫通孔２９１を貫通して、対応する薄膜スイッチ２６３１に接触することで
、薄膜スイッチ２６３１が電気的に導通されて、発光キーボード３が対応するキー信号を
生じる。
【００８４】
　因みに、本実施形態における薄膜回路基板２６は複数層の薄膜の設計のままであり、第
１薄膜２６２と第２薄膜２６１（第１実施形態における第１薄膜２３１３と第２薄膜２３
１２と同じ）を含み、第１薄膜２６２と第２薄膜２６１の間に同様に発光素子２１から提



(17) JP 2013-115035 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

供された光線を集光して乱反射するための複数の導光点２６１４があることから、本実施
形態における薄膜回路基板２６も第１の好ましい実施形態における下層板２３１と同様の
長所を有する。
【００８５】
　また、第６の好ましい実施形態では、第５の好ましい実施形態における発光キーボード
３の薄膜回路基板２６は第２の好ましい実施形態における下層板２３１の薄膜積層方式と
同じでよく、第１薄膜２６２と、第１薄膜２６２の上表面に取り付けられた間隔薄膜（図
示せず）とを含み、複数の導光点２６１４は第１薄膜２６２の下表面に取り付けられるこ
とから、薄膜回路基板２６は第２の好ましい実施形態における下層板２３１と同じ長所を
有する。
【００８６】
　また、第７の好ましい実施形態では、第５の好ましい実施形態における発光キーボード
３の薄膜回路基板２６は第３の好ましい実施形態における下層板２３１の薄膜積層方式と
同じでよく、第１薄膜２６２と、第１薄膜２６２の上表面に取り付けられた間隔薄膜（図
示せず）とを含み、間隔薄膜はブロックが分離した複数のブロック薄膜で構成されること
から、薄膜回路基板２６は第３の好ましい実施形態における下層板２３１と同じ長所を有
する。
【００８７】
　また、第８実施形態では、第５の好ましい実施形態における発光キーボード３の薄膜回
路基板２６は第４の好ましい実施形態における下層板２３１の薄膜積層方式と同じでよく
、第２薄膜２６１と、第２薄膜２６１の上表面に接着した第１薄膜２６２と、第１薄膜２
６２の上表面に取り付けられた間隔薄膜（図示せず）とを含み、第１薄膜２６２と第２薄
膜２６１の間には発光素子２１から提供された光線を集光して乱反射させる複数の導光点
２６１４があることから、薄膜回路基板２６は第４の好ましい実施形態における下層板２
３１と同じ長所がある。
【００８８】
　以上の各好ましい実施形態で述べたことから以下のことが分かる。本発明に係る発光キ
ーボード２、３は導光板を余分に取り付ける必要がないため、製造コストが節減され、発
光キーボード２、３内の薄膜回路基板２３、２６や下層板２３１が複数層の薄膜方法での
設計により、回路パターン２６３の金属回路２６３２や第１回路パターン２３１１の金属
回路２３１１２が光線を集光する性質であるためにキー２４、２５に使用されるべき光量
が無駄となるのを防止することができ、導光点２６１４、２３１４から下向きに乱反射し
て流失する光線を回收して、前記複数の導光点２６１４、２３１４から上向きに乱反射す
る光量を増加し、発光キーボード２の複数のキー２４、２５が一層多くの光量を獲得でき
ることから、本発明に係る発光キーボード２、３は発光素子２１から提供された光線を最
も効率的に運用する。
【００８９】
　また、本願の別の発明特徴は次のとおりである。キー底板２９が複数のキー２４、２５
と薄膜回路基板２３、２６の間に取り付けられるため、薄膜回路基板２３、２６は特にホ
ールを設ける必要なくして、各連接部材２４３を、対応するキー底板２９と対応するキー
キャップ２４１、２５１に連接することができる。従って、薄膜回路基板２３、２６にホ
ールが無いことで、薄膜回路基板２３、２６の導光作用が連続される。即ち、発光素子２
６から提供された光線がホールに当たって前進が中断されることがないため、発光キーボ
ード２、３の発光効率が一層大幅に向上される。
【００９０】
　上述の実施形態は本発明の技術思想及び特徴を説明するためのものにすぎず、当該技術
分野を熟知する者に本発明の内容を理解させると共にこれをもって実施させることを目的
とし、本発明の特許請求の範囲を限定するものではない。従って、本発明の精神を逸脱せ
ずに行う各種の同様の効果をもつ改良又は変更は、後述の請求項に含まれるものとする。
【符号の説明】
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【００９１】
１　発光キーボード
２　発光キーボード
４　発光キーボード
７　ローラ
９　発光キーボード
１１　光反射板
１２　導光板
１３　キー底板
１４　薄膜回路基板
１５　キー
１６　発光素子
２１　発光素子
２２　台座
２３　薄膜回路基板
２４　複数のキー
２６　薄膜回路基板
２９　キー底板
９３　キー底板
９４　薄膜回路基板
９６　発光素子
１２１　導光点
１３１　貫通孔
１３２　第１固定構造
１３３　第２固定構造
１４１　下層板
１４２　上層板
１４３　中層板
１４４　薄膜スイッチ
１４５　ホール
１４６　ホール
１５１　キーキャップ
１５２　弾性体
１５３　鋏型連接部材
２３１　下層板
２３２　上層板
２３３　中層板
２３４　薄膜スイッチ
２４１　キーキャップ
２４２　弾性体
２４３　連接部材
２５１　キーキャップ
２５２　導体
２５３　連接部材
２６１　第２薄膜
２６２　第１薄膜
２６３　回路パターン
２９１　貫通孔
２９２　第１固定構造
２９３　第２固定構造
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９３２　第１固定構造
９３３　第２固定構造
９４１　下層板
９４５　ホール
９４６　ホール
９４７　導光点
１４１１　第１回路パターン
１４２１　第２回路パターン
１４３１　接点孔
１５１１　第１キーキャップ固定構造
１５１２　第２キーキャップ固定構造
１５３１　第１フレーム  
１５３１Ａ　第１フレームの一端
１５３１Ｂ　第１フレームの他端
１５３２　第２フレーム
１５３２Ａ　第２フレームの一端
１５３２Ｂ　第２フレームの他端
２３１１　第１回路パターン
２３１２　第２薄膜
２３１３　第１薄膜
２３１４　導光点
２３１５　透明の接着剤
２３１６Ａ　間隔薄膜
２３１６Ｂ　間隔薄膜
２３２１　第２回路パターン
２３２２　上層薄膜
２３３１　孔
２４１１　第１キーキャップ固定構造
２４１２　第２キーキャップ固定構造
２４２１　当接部
２４３１　第１フレーム
２４３１Ａ　第１フレームの一端
２４３１Ｂ　第１フレームの他端
２４３２　第２フレーム
２４３２Ａ　第２フレームの一端
２４３２Ｂ　第２フレームの他端
２５３１　第１フレーム
２５３２　第２フレーム
２６１４　導光点
２６３１　薄膜スイッチ
２６３２　金属回路
１４１１１　銀ペースト回路
１４１１２　下接点
１４２１１　銀ペースト回路
１４２１２　上接点
２３１１１　下接点
２３１１２　金属回路
２３２１１　上接点      
２３１６１　ブロック薄膜
２３１６２　ブロック薄膜
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２３１６３　ブロック薄膜
２３１６４　ブロック薄膜
２６３１１　第１導電部
２６３１２　第２導電接部
Ｄ　間隔
Ｌ１～Ｌ１１　光線
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